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法人の概要 

                
１ 現況 

（１） 設立目的 

産業技術に関する試験、研究、普及及び技術支援等を行うことにより都内中小企業の振興

を図り、もって都民生活の向上に寄与する。 

 

（２） 事業内容 

① 産業技術に係る試験、研究及び調査に関すること。 

② 産業技術に係る普及、相談及び支援に関すること。 

③ 試験機器等の設備及び施設の提供に関すること。 

④ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（３） 事業所等の所在地 

    西が丘本部：東京都北区西が丘3-13-10 

    城東支所 ：東京都葛飾区青戸7-2-5 

    駒沢支所 ：東京都世田谷区深沢2-11-1 

    墨田支所 ：東京都墨田区横網1-6-1 ＫＦＣビル12階 

    多摩支所 ：東京都立川市曙町3-7-10 

    城南支所 ：東京都大田区南蒲田1-20-20 

    八王子支所：東京都八王子市明神町3-19-1 

 

（４） 沿革 

   東京都立産業技術研究所は、平成18年 4月、城東地域中小企業振興センター、城南地域中

小企業振興センター、多摩中小企業振興センターの技術部門を統合するとともに、地方独立

行政法人へ移行し、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターとなる。 

 

（５） 役員の状況 

理事長  井上 滉 

理 事  鈴木 節男 

監 事  宮内 忍 （非常勤） 

 

（６） 職員の状況 

職員数 305名（平成19年 3月 31日現在。役員除く。） 

 

 
（７） 組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 基本理念  

都民サービスにおいて、スピード対応、サービスと質の向上、製品化・事業化の支援

を 3 本柱として取り組み、結果として、顧客満足以上の「喜び」を感じていただける 
「Ｃustomer Delight（カスタマー・ディライト）」の実現をめざす。 

 
 ３ 東京都立産業技術研究センター第１期の取り組み目標 

   ① 新製品･新技術開発等のための事業化支援の推進 

   ② 試験研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進 

   ③ 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施 

   ④ 研究成果の普及と技術移転の推進 

 

  ４ 法人運営 

     地方独立行政法人として、組織、人事、財務などの経営の基本的事項を自己責任のも

と実施し、透明で自立的な運営を行う。 

     また、効率的、効果的な試験・研究・普及事業を行うとともに、人事制度や財務会計

制度の弾力化を図る。明確な年度計画を設定した上で、目標を達成し、都内中小企業の

振興や産業の活性化に努める。 

 

理事

監事

経営企画本部

総務課、施設課、財務会計課、情報システム課

事業化支援部

理事長 経営企画室

製品化支援室

交流連携室

６支所 （城東、墨田、城南、駒沢、多摩、八王子）

地域結集事業推進部

総務部

３チーム （企画、研究推進、庶務経理）

研究開発部
（第１部・第２部）

８グループ

IT, エレクトロニクス
デザイン, 光音

先端加工, 材料
資源環境, ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

第１部

第２部

研究開発部
（第１部・第２部）

８グループ

IT, エレクトロニクス
デザイン, 光音

先端加工, 材料
資源環境, ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

第１部

第２部
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 平成18年４月、地方自治体の試験研究機関では、全国で初めて地方独立行政法人化し、産業支援を担

う新たな主体として、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターを設立し、東京都における産業

技術の一体化支援組織となった。 

 東京都立産業技術研究センター（以下、「産技研」という）は、都民の皆さまへサービスのスピードア

ップと質の向上、そして、事業化・製品化支援を運営方針として、平成18年度、支援体制の見直しや執

行体制を整備し、西が丘本部及び６支所による総合的な技術支援に取り組んだ。 

 中期目標及び中期計画の達成に向け、平成18年度計画を着実に取り組んだ結果、年度計画を上回る成

果を得ることができた。 

 

１ 新製品・新技術開発や新規事業分野への展開のための事業化支援の推進 

○製品化支援 

・技術面と経営面双方からの効果的かつ効率的な中小企業等への支援を実施するため、財団法人東京都

中小企業振興公社と業務協定を締結した。また、城東、城南、多摩の３地域中小企業振興センターの運

営に関して、技術支援および経営支援を一体化した総合支援体制を確立した。 

・西が丘本部に、「デザインセンター」を開設し、プロダクトデザインや試作を中心とした製品化支援及

びデザインセミナー等を実施した。 

・新製品・新技術開発を目指す支援施設である製品開発支援ラボの設置や研究活動への支援を目的とす

る共同研究開発室を設置し、製品開発のスピードアップと品質向上に貢献した。 

・自社内に十分な試験研究設備等を持てない中小企業のために、機器利用サービスの提供を行い、32,338

件を実施した。また、利用者の利便性向上とニーズへの対応のため、夜８時までの利用時間の拡大や、

44機器の更新や新たな導入などにより、支援体制を整備した。 

○産学公連携等の推進 

・産学公連携コーディネータによる企業からの技術相談を388 件実施し、28件を共同研究や受託研究に

結びつけた。 

・産学公連携強化のため、コラボ産学官とオムニ TLO と協定を締結し、適切な研究機関とのスピーディ

なマッチングの体制を整備した。その他、学協会や金融機関等との産学公連携強化を図ることにより、

各種支援事業への間口を広げることが出来た。 

・都、埼玉県、千葉県、神奈川県の 1 都 3 県による「首都圏テクノナレッジフリーウェイ」を通じ、イ

ンターネットによる首都圏の公設試験研究機関（以下、「公設試」という）の技術情報を提供し、設備情

報の横断的検索等、利用者へのワンストップサービスを充実させる取り組みを実施した。 

・首都大学東京や産業技術大学院大学との連携事業推進のために協定を締結し、共同研究の実施や OPI

講座への講師派遣など事業協力を実施した。 

 

２ 試験・研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進 

 ○依頼試験 

・国際的に通用する証明書の発行が可能な、計量法校正事業者登録制度（JCSS）への申請を行い、12 月

に事業所登録され、試験業務を開始した。 

・利用者の利便性向上のため、従来の現金払いに加え、コンビニエンスストアや銀行振込による支払いを

可能とし、支払い方法の拡充や確定払いを実施した。また、依頼事務手続きの簡素化の一環として、全事

業所共通で利用できる「ご利用カード」を発行し、利便性向上に努めた。 

・JIS等に規定が無い、個別の試験の要望に柔軟に応えるためのオーダーメード試験を新たに導入し、168

件実施した。 

 

・製品等の品質・性能の評価や、事故原因究明など中小企業の生産活動に伴う技術課題の解決のた

め、依頼試験を81,727件実施した。 

○技術相談 

・利用者からの技術課題に迅速に対応するため、新たに電子メールによる技術相談を開始した。 

・来所、電話、電子メール等の技術相談を 76,184 件実施し、利用者への製品開発支援や技術的課題

の解決に貢献した。 

 

３ 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施 

○基盤研究・共同研究 

・産技研を利用する中小企業のニーズへ迅速かつ的確に応えるべく、重点7分野に該当する研究テー

マ39を含めた59テーマを実施した。また、中小企業や大学等と協力し、応用研究や製品化に向けた

実用研究を36テーマ実施し、効果的な研究成果の実現を図る取り組みを行った。 

○外部資金導入研究 

・産技研の基盤研究成果の発展及び外部技術との融合により大きな成果を導き出すため、提案公募型

研究に積極的に応募し、13件の研究課題に取り組んだ。また、企業からの委託に基づき産技研が短期

の研究・調査を行う受託研究を、13件実施した。外部資金獲得額は、提案公募型研究と受託研究を合

わせて、約1.4億円に達した。 

・独立行政法人科学技術振興機構（JST）地域イノベーション創出総合支援事業「地域結集型研究開

発プログラム」に採択され、平成18年度分として0.8億円の外部資金を獲得した。 

・科学研究費補助金申請指定機関として文部科学省へ申請し、認可された。平成 19 年度以降、科学

研究費補助金による共同研究を推進できる体制を整備した。 

 

４ 研究成果の普及と技術移転の推進 

・中小企業の技術力向上や技術者の育成を支援するため、技術セミナー・講習会80講座を開催した。

また、企業、団体の要望に沿った研修への取り組みとして、新たにオーダーメードセミナーを導入し、

97件実施した。 

・産技研の研究成果を中小企業や都民に還元するため、東京都の自治体や近接県の公設試と連携し、

研究発表会や施設公開、展示会、ホームページや各種広報媒体等を通じて、積極的に公表し、普及に

努めた。 

 

５ 産技研の業務運営 

・事業の効率的な執行体制とするため、4 部制の新組織を構築した。新たに事業化支援部を立ち上げ、

中小企業の事業化・製品化を重要な事業として位置づけた。また、研究開発をより効率的、効果的に実

施するため、研究開発部を２部制とし、研究支援体制の整備や充実を図り、事業化支援部と協力し、総

合的に支援する体制を整備した。 

・法人独自の人事・給与制度を導入し、職責・業績を反映させた給与制度を実施した。 

・業務の見直しとして、事務手続きの簡素化や外部への業務委託を実施し、利用者への利便性向上や事

業運営の効率化とスピード化を図った。 

・法人資産の適正かつ効率的な資金管理及び安定的な資金運用を行うため、「資金管理規則」を策定した。

これに基づき、適正に資金管理を実施した。 

・安全管理の規程を整備するとともに、安全保持に留意し、職場状況に応じた安全衛生活動を推進した。 

・法人の社会的責任を果たすため、規程の整備や取り組みを実施し、信頼される産技研を目指した。 

全体的な概況 
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中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項

　個々の製品や技術開発に関する支援に加え、企画から試作・評
価、売り方までを視野に入れた総合的なシステムデザイン支援に必
要な設備、機器及び体制を整備する。

・　業務協定締結を契機に、いち早く多く
の事業連携を行い、事業の効率化を実
現した。

　また、財団法人東京都中小企業振興公社の経営支援部門等他の
機関との連携も活用して、製品化や中小企業のブランド確立等を支
援する。

(1) 事業体制の整備
  1)　中小企業振興を図るため、財団法人東京都中小企業
　　　振興公社(以下、「公社」という)と業務協定を締結した。
  2)　城東、城南、多摩の３地域中小企業振興センターの
　　　運営に関して、事業実施主体の東京都、産技研、公社
　　　の3機関が、適切に事業運営を行っていくため、業務
　　　協定を締結した。
　　　　3振興センターの運営に関して、技術支援および経営
　　　支援を一体化した総合的支援を実現した。

(2) 公社と共同で取り組んだ事業　(年報：P7)
  1) 公社本社との連携
    a) 公社研究開発（新製品・新技術、共同開発、
       創業期技術開発）助成事業での技術審査業務
    b) 公社情報誌　「アーガス21」　での産技研事業紹介
    c) 産産マッチング事業への協力
    d) 公社主催事業を産技研メールニュースで案内　など
  2) 3地域中小企業振興センターとの連携
    a) 各センター運営協議会開催（合計5回）
    b) 技術相談
    c) 地域中小企業情報連絡会
    d) 施設公開の共催
    e) 展示会への共同出展
　  　　東京ビジネスフェスタ、おおた工業フェア、
　　　  多摩工業交流展など
    f) 研修事業を共同で対応
　  　　ものづくりデザイン道場、公社経営セミナー
　　  　金融系民間企業職員の研修
    g) 企業への実地支援を共同で対応（9社）
    h) 商店街事業支援
  3) 東京都知的財産総合センター（以下、「知財センター」
      という）との連携
    a) 産技研事業所での知的財産セミナーの開催
   　　　（西が丘、城東、城南、多摩）
    b) 知財センター相談員による特許相談を産技研で実施
　    　施設公開（西が丘）、共同研究ヒヤリング実施日
    c) 産技研職務発明審査会に知財センター活用推進員が
       出席
　　  　専門的立場から知財獲得へ向けた助言等の支援
   d) 事業に関わる弁護士相談

A1

①　技術面と経営面双方からの効果的かつ効率的な中小企業等へ
の支援を実施するため、財団法人東京都中小企業振興公社と業務
協定を結ぶ。

自己評価
Ｉ　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１．新製品・新技術開発や新規事業分野への展開のための事業化支援の推進
　　（１）製品化支援

業務実績及び自己評価

※特記事項
○評定がＳで、優れた実績を上げた取組みがあ
る 場合
○評定がＡ，Ｂで、当初予定と実施状況の乖離
に特段の事情がある場合

自己評価については、概ね以下の考え方を基準として、Ｓ、A、B、Cの4段階で評価している。
Ｓ・・・年度計画を当初予定より大幅に上回って実施している。
A・・・年度計画を当初予定どおり実施している。
B・・・年度計画の実施状況が当初予定を下回っている。
C・・・年度計画の実施状況が当初予定を大幅に下回っている。
  　 　若しくは、年度計画を実施していない。

※「年度計画に係る実績」及び「特記事項」について補足がある場合には、別紙「補足事項」へ項目ごとに記
入
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中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項自己評価

①　システムデザインを総合的に支援する拠点として「デザインセン
ター」を開設し、プロダクトデザインや試作を中心とした製品化支援及
び中小企業のブランド確立等の支援を実施する。

②　西が丘本部に、システムデザインを総合的に支援する拠点として
「デザインセンター」を開設し、プロダクトデザインや試作を中心とした
製品化支援及び中小企業のブランド確立等の支援を実施する。

(1)　デザインセンター開設　(年報：P4)
　西が丘本部に、デザインセンターをいち早く開設し（9月）、
ものづくりにおける商品企画、マーケティングから設計、解
析、試作までを支援できる施設を整備し、中小企業のスピー
ディな製品化やブランド確立等の支援を実施した。

(2)　デザインセンターへの導入機器
  1) 高速造形装置
   　　ナイロン粉末造形装置、石膏粉末造形装置、
　   　切削モデリングマシン
  2) デザイン支援装置
　　   グラフィックデザインシステム、大型プリンタ
　　   モデリングシステム、３次元CAD/CAMシステム

(3) 利用実績　(年報：P5)
　機器利用533件、依頼試験13件、技術相談308件を実施し
た。
   （利用例：ヘヤードライヤ、音楽プレーヤケース、
     電気ポット、 配電用スイッチボックスなど
     高速造形装置による試作など）

(4)　デザインセミナーの実施　(年報：P5)
  1) 製品開発を目指す企業への支援として、9回のセミナー
　　 を実施した。「3Dモデル制作」は応募者多数により、
     追加実施により対応した。

  2) デザイン創造塾　成果事例集発行
　    受講企業の「売れる商品」の開発力向上への取り組み
    成果を報告

(5)　デザインセンター利用促進への取り組み
  1) デザインセンターで70団体418名の見学者対応を実施
      し、デザイン事業への関心の高さが目立った。
  2) 事業案内パンフレット配布　3,500枚
  3) 公社情報誌「アーガス」への同封　21,000部(11月)
  4) 展示会への広報活動　産業交流展2006等で事業案内
      をPR

S2

(1)　アウトカム評価の取り組み
  1) 利用者への個別調査を実施
　   「満足度」と「役立ち度」について、
　　成果の取得状況からアウトカム評価
　　を実施した。
    a)

    b)

 

  2) 満足度調査結果　（回答率：50%)

  3) 役立ち度調査結果　（回答率：50%)

  4) デザインセンター利用者の声
    a) 中小企業では購入できない機器
        を活用でき、サポートしていただ
        き助かった。
    b) 具体的にデザインや試作品を
        見ることで新たな問題点が発見
        できた。　など

  5) デザイン創造塾　受講企業の声
    a) 開発から販売までの一貫した講義
        の中で、開発段階から販売までの
        プランが重要であると改めて感じら
        れた。
    b) いろいろな手法を教えていただき、
        商品企画する段階での視点が
        増えた。　など

成果取得状況 回答比率

十分得られた 67%

ある程度得られた 33%

わずかしか得られなかった 0%

得られなかった 0%

成果取得状況 回答比率

十分役立った 67%

ある程度役立った 33%

わずかしか役立たなかった 0%

役立たなかった 0%

支援目的 セミナー名
セミナー
日数

受講
者数

1
デザイン実践セミナー
「デザイン創造塾」

29日
(7ヶ月)

11社

2
デザイン創造塾受講企業によ
る公開プレゼンテーション

１日 70名

3 実践パーケージデザイン制作 3日 9名

4 3Dモデル制作（第1回） 3日 5名

5 3Dモデル制作（第2回） 3日 5名

6
顧客心理からの販売促進実践
設計

3日 17名

7 中小製造業の製品戦略　 2日 107名

8
実践、商品開発のための発想
技法

2日 30名

9 中小企業の売るための戦略 1日 50名

47日 304名合　　計

製品化支援
＋

ブランド確立

製品化支援

ブランド確立

満足度：「十分得られた」、「ある程
度得られた」、「わずかしか得られ
なかった」、「得られなかった」の4
段階で調査
役立ち度：「十分役立った」、「ある
程度役立った」、「わずかしか役立
たなかった」、「役立たなかった」の
4段階で調査
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③　新製品・新技術開発を目指す中小企業に対する支援施設とし
て、試作、IT等の分野を対象とした「製品開発支援ラボ」を、3室設置
する。

・　新製品・新技術開発を目指す支援施設として、「製品開発
支援ラボ」を３室設置し（9月）、3月末現在、入居率は100%で
ある。製品開発支援ラボ開設から１ヶ月で満室となり、その後
も問い合わせ等多数あった。　(年報：P7)
・　各入居企業に対し、技術相談や依頼試験、オーダーメー
ドセミナー等を実施し、入居企業を支援した。
・　入居企業と地域結集型研究開発プロジェクトを共同で取り
組んだ。

(1)　アウトカム評価の取り組み
  1) 入居企業の声
    a) 相談できる産技研の技術者が
        そばにいるため、技術課題に
        迅速に対応できた。
    b) 産技研のラボ入居により、信頼度
        のアップ及び引き合いや売上が
        増加したなどの効果があった。

④　迅速かつ実効性のある研究活動への支援を目的として、共同研
究の相手企業が利用する共同研究開発室２室を設ける。

・　共同研究の企業が利用する「共同研究開発室」を２室設
置（9月）し、3月末の入居率は100%であった。　(年報：P7)
・　利用企業と共同研究に取り組んだ結果、製品化への目途
や特許出願（国内申請済み、今後、海外出願予定）など、迅
速に研究成果を得ることができた。

(1)　アウトカム評価の取り組み
  1) 入居企業の声
　    信頼できるデータ測定環境が整備
      されているため、研究が促進された。

⑤　「製品開発支援ラボ」及び「共同研究開発室」の利用時間は、利
用者の研究開発スピードの向上を目的として、午前8時30分から午後
8時までとする。

・　「製品開発支援ラボ」及び「共同研究開発室」への入居企
業の研究開発を迅速かつ実効性のある研究活動を支援する
ため、利用時間を午前8時30分から午後8時までとした。
・　開発研究の実態に対応したサービスが提供できるよう利
用時間を拡大し、入居企業の活動支援に貢献した。
（午後5時以降の夜間利用時間帯の利用比率（5室合計） ：
77%)

⑥　自社内に十分な試験研究設備等を持てない中小企業のために
機器利用サービスの提供を実施する。実施にあたっては、利用者の
利便性向上とニーズへの対応のため、以下の取組を行う。

・　機器の操作方法のアドバイスや、測定データの説明、課題解決の
ための技術相談を実施する。

・　午後８時までの夜間利用を実施する。 ・　午後８時まで機器利用できる体制を整備し、夜間利用を
実施した。
・　夜間利用時間帯の機器利用を150件実施した。

・　産技研利用企業に対するアンケート調査を活用して利用を希望
する機器のニーズを把握し、機器整備及び更新を実施する。

・　平成17年度の「研究所利用に関する調査」報告書から、
機器のニーズを把握し、環境部門の振動試験装置やエレクト
ロニクス部門の電子部品解析装置など、20機種の機器を導
入し、利用増につなげた。　(年報：P37)

・　利用者への機器利用サービスの提供を行い、目標を大幅
に上回る32,338件を実施した。　(年報：P3)
・　機器のマニュアル作成、新たな試験項目の設定、夜間利
用の拡大、利用者ニーズを把握した機器の導入等による取り
組みにより、利用増へつなげた。

④　「デザインセンター」や「製品開発支援ラボ」「機器利用」を活用す
る中小企業に対し、対象となる製品に応じた研究グループ等との
コーディネートや機器利用指導などの支援体制を整備する。

⑦　「デザインセンター」や「製品開発支援ラボ」「機器利用サービス」
を活用する中小企業に対し、対象となる製品に応じた研究グループ
等とのコーディネート及び機器利用指導等を実施する支援組織を新
たに設置する。

5 A

・　「デザインセンター」や「製品開発支援ラボ」「機器利用
サービス」を活用する中小企業への成果促進を目指し、事業
化支援部に製品化支援室を新たに設置した。利用企業から
の技術相談を担当研究室へ橋渡しするなど、効率的、迅速
にコーディネートし、企業支援の強化につなげた。

  【支援事例】
  a) 材料の依頼試験から製品設計支援を実施した。
  b) 外形デザインに加えて、材料の強度試験を実施した。

(1)　中期計画達成への取り組み
　利用者へパンフレットや機器マニュアル
の作成、夜間利用の実施など、機器利用
促進の取り組みを行った結果、中期計画
目標件数を大きく上回る実績を上げるこ
とができた。

(2)　アウトカム評価の取り組み
  1)  「産技研の利用に関する調査」に
     よる事業成果の取得状況からアウ
     トカム評価を実施した。

  2) 夜間利用を活用した企業の声
        夜間利用時間の延長により、測定
        時間を十分に取ることができ、迅
        速に結果を出すことで製品化に
        間に合った。

③　自社内に十分な試験研究設備及び機器を持てない中小企業の
ための機器利用サービスの提供については、需要の高い機器の整
備や老朽化した機器の更新を計画的に実施し、平成22年度実績
30,000件以上を目標とする。

・　機器利用可能な機器リストのパンフレットを作成し、機器利
用サービスの情報提供を実施した。また、利用頻度が高く、
操作方法が複雑な主要な17機器の操作マニュアルを作成
し、安心安全に利用できるサービスの提供やリピート増へつ
なげた。
・　機器の操作方法のアドバイスや指導を、新たに「機器利用
指導」項目を設定し、有料事業として開始した。

②　新製品・新技術開発を目指す中小企業に対する支援のため、
「製品開発支援ラボ」を設置し、機器利用サービスの提供によるハー
ド面の支援及び産技研職員のソフト面の支援等を実施する。
製品開発支援ラボは中期目標期間終了時までに、試作、IT等を対象
として３室を設置する。
　なお、運営については、利用者の利便性を考慮した利用時間の設
定を検討する。
　また、共同研究の相手企業が利用する共同研究開発室２室を設
け、迅速かつ実効性のある研究活動への支援を実施する。

A3

S4 成果取得状況 回答比率

十分役立った 59%

ある程度役立った 36%

わずかしか役立たなかった 3%

役立たなかった 2%

5



 
中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項自己評価

　大学等との交流や学術団体・業界団体の活動に積極的に参画する
こと等により大学や企業等との連携強化に努め、研究開発や人事交
流などの産学公連携を推進する。

①　職員及び都が委嘱した専門のコーディネーター等により、技術開
発・製品開発等のための産学公連携を促進する。

②　インターネット等を活用し、都内のみならず、広く大学等の技術
シーズの収集に努め、産学公連携に活用する。

・　全国の大学等の技術連携担当部署の連携により、98機関
の技術シーズ集を収集した。
・　西が丘本部に、収集した技術シーズ集を閲覧できる情報
提供スペース「産学公イノベーション・ハブ」を設置し、利用
者へ開放した。そこで、産学公連携拠点・異業種交流・共同
研究等の打ち合わせや連携を実施することで、効果的な事
業推進を実現した。
・　都、埼玉県、千葉県、神奈川県の公設試でテクノナレッジ
フリーウェイを共同で運営し、インターネットで首都圏の公設
試の技術情報を提供し、設備情報の横断的検索や技術相談
により、利用者にワンストップサービスを充実させる取り組み
を実施した。（運営会議4回開催）

②　区市町村等との連携強化に努め、産学公連携に関する相談の
拡大を図る。

③　区市町村との連携強化に努め、産学公連携に関する相談の拡
大を図る。
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・　全事業所で地域の情報連絡会議等へ職員を派遣し、区
市町村との連携を図ることで、産学公連携に関する相談に対
応した。その他、自治体が主催する展示会への出展や助成
事業の技術審査へ協力し、各自治体の事業に貢献した（派
遣件数：150件）。(年報：P10)

　　（2） 産学公連携等の推進

6

①　技術開発・製品開発等の産学公連携の促進に当たっては、都内
のみならず、広く大学等の技術シーズの収集に努めるとともに、都が
委嘱した専門のコーディネーター等の活用も図る。

(1) 産学公連携コーディネータによる
高い連携成約率
  コーディネータと産技研職員および連
携機関との情報連絡を密にすることで、
高い連携成約件数を獲得することができ
た。
　  平成18年度  成約件数：28

(2)　広範な連携体制の整備
  適切な研究機関とのスピーディなマッチ
ングの体制を整備した。その他、学協会
や金融機関等との産学公連携を図ること
により、各種支援事業への間口を広げ、
事業の連携を強化した。

S

(1) 産学公連携の成約実績
  1) 産技研職員一人一人が専門のコーディネータという
      意識を持って、連携事業に取り組んだ。
  2) 都が委嘱した産学公連携コーディネータ（5名）による
      企業からの技術相談を388件実施し、28件を共同
      研究や受託研究に結びつけた。　(年報：P8)

　　【コーディネータによる連携成約事例】
   　 a) 膨潤ゴムの開発
   　 b) 飲料水浄化装置の改良
    　c) 耐熱薄膜の開発　など

  3) 産学公連携コーディネータにより大学等の共同研究の
      契約の経費を助成する「産学公スタートアップ事業」を
      16件成約した。
  4) 首都大学東京と双方のコーディネータが連携した取り
      組みを実施することで、成果を上げることができた
        （成約3件）。

(2) 産学公連携の取り組み・実施状況
  1) コーディネータの派遣による技術相談対応
　     都や公社が主催する情報交換の場へ合計3回コー
       ディネータを派遣し、企業からの産学公連携への相談
        に対応した。
  2) 研究機関等との協定締結による連携強化
    a) コラボ産学官とオムニTLOと協定を締結し
       （コラボ産学官：8月、オムニTLO：9月）、適切な研究
      機関とのスピーディなマッチングの体制を整備した。
    b) 学協会や金融機関等との連携強化を図ることにより、
      各種支援事業への間口を広げることが出来た。
  3) 「ものづくり新集積形成事業」への協力
　     支援グループの採択や採択された6グループに技術
       支援担当者の派遣などの協力を行い、事業化支援に
       つなげた。
  4) 学協会との連携による情報交流の場の提供
　    学協会が有するシーズを都内中小企業のものづくりに
      活かすため、産技研と学協会によるセミナー等を開催
       し、都内中小企業に 新の技術情報と交流の場を
      提供する学協会連携事業を実施した。(年報：P113)
　　　(社）電気学会など、4団体との連携を図った。
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③　都や他の試験研究機関、大学、企業との人材交流制度を構築
し、相互交流により技術力の向上と人材の育成を図る。

④　都や他の試験研究機関、大学や企業との人材交流を可能とする
規程類を整備する。

・　試験研究機関や大学等との人材交流を図るため、「人事
規程」、「兼業等規程」及び「一般派遣研修要綱」などの規程
類を整備した。

⑤　大学との連携強化を目的として、職員の派遣及び各種事業への
協力、共同研究等を推進する。

(1) 職員の派遣
  1) 大学、工業団体、自治体との連携として、非常勤講師
      として延べ75名の職員を派遣した。　(年報：P12)
  2) 大学院博士課程への社会人派遣研修に3名の職員を
      派遣し、2名学位を取得した。
  3) 行政との連携強化を目的として、都へ2名の職員を
　　　派遣した。

(2) 共同研究の推進
  1) 大学と連携し、共同研究を16テーマ実施した。

(3) その他の連携
  1) 産技研のセミナー講習会や技術会議に大学や民間
      企業の職員に講師依頼を行い、内容の強化を図った。

④　特に、首都大学東京と産業技術大学院大学については、共同研
究の促進や人事交流等の産学公連携の強化に努める。産業技術大
学院大学のPBL（プロジェクト・ベースド・ラーニング：問題設定解決型
学習法）については、実施する場の提供と人的支援を行い、産業界
の人材育成に協力する。

⑥　産業技術大学院大学のPBL（プロジェクト・ベースド・ラーニング：
問題設定解決型学習法）については、実施する場の提供と人的支援
を行い、産業界の人材育成に協力する。
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(1) 業務協定の締結
  1) 首都大学東京と産学公連携や共同研究を推進する
      協定を締結した。
  2) 産業技術大学院との連携事業促進のため、包括契約
      を締結した。

(2) 連携実績　(年報：P14)
  1) 首都大学東京と地域新生コンソーシアム事業などの
      共同研究の実施（3件）や、相互の産学公コーディネ
      ータの交流などの事業連携を実施した。
  2) 産業技術大学院大学の3つのオープンインスティテュ
      ート（OPI)システム講座への職員派遣や、
　　　実習教材・テキスト開発協力などの人的支援を実施
　　　した。

・産技研が産業技術大学院大学のOPI
（組み込み技術）講座の企画・立案に積
極的に関与し、ＯＰＩ講座事業に貢献し
た。

⑤　大学等の学生を一定期間受け入れ、専門技術の習得や職業意
識の向上等に寄与する。

⑦　大学等の学生を一定期間受け入れ、専門技術の習得や職業意
識の向上等に寄与する。

10 A

　産業を担う若手人材の技術習得や職業意識の向上を図る
ため、産技研で一定期間の受け入れを行った。
(1)　研究学生等の受入　(年報：P14)
  1) 論文作成等の指導として、学部生及び大学院生を受入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   （11機関27名）
  2) インターンシップ学生の受入（3機関8名）

(2) 資格等の取得への協力
  1) 衣料管理士資格取得のための実習指導（8大学16名）
  2) 都立技術専門校(4校）の機械系実習指導（80名）
  3) 放射線医療管理のための実習指導（50名）

⑥　業種を超えて個々の企業が所有する技術やノウハウを相互に提
供する異業種交流については、30企業程度からなる交流会を毎年1
グループ立ち上げ、単独企業では困難な新事業や新製品の創出を
支援する。

⑧　業種を超えて個々が所有する技術やノウハウを相互に提供する
異業種交流については30企業程度からなる交流会を１グループ立ち
上げるとともに、既存グループの活動支援を実施し、単独企業では
困難な新事業や新製品の創出を支援する。

11 A

(1)　異業種交流グループの活動支援　(年報：P9)
　全22グループの活動を支援し、定例会全73回開催、延べ
1,016名の参加があった。
  1) 新グループの立ち上げ
　    26企業から構成された異業種交流グループの立ち上げ
      支援を行い、9回の定例会を実施した。
  2) 既存グループ支援
　    既存の21グループの定例会を64回開催し、各グループ
      の活動支援を行った。
  3) 合同交流会の開催
　    グループ間の交流を深めるために、全22グループの
      異業種交流メンバーや自治体等の参加も得て、合同
      交流会を開催し、ポスターセッションや特別講演、グ
      ループの成果事例発表等を行った（191名参加）。

(2)　異業種交流グループの活動成果
  1) 共同研究による「印刷機用紫外線強度計」の商品化
  2) NPO法人、協同組合、株式会社の運営
  3) 研修・見学会・講演会の開催等
        各グループが活発な活動を実施

8 A

7
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　東京都や金融機関等が、企業等への助成、融資及び表彰などを実
施する際に事前審査としてその企業の技術力等を評価する必要があ
る場合に、その審査・評価に積極的に協力し、研究開発の資金援助
を求める企業への支援等に寄与する。

　東京都や金融機関、団体、区市町村等が実施する、企業等への助
成・融資及び表彰において、審査・評価に積極的に協力し、研究開
発の資金援助を求める企業への支援等に寄与する。

・　都、区市、工業団体等から受託した技術審査について、
45事業の審査に携わり2,580件の技術審査を実施した。区が
実施する助成事業の技術審査の約9割を産技研が実施する
ことで、中核的な役割を果たし、産業振興に貢献した。　(年
報：P18)

　実施にあたっては公平かつ中立な技術審査に努めるとともに、効率
的な審査実施のため、研究開発、技術情報の収集及び研修等によ
る、職員の審査能力向上に努める。

　この審査・評価の公平かつ中立な実施と、精度の維持向上を図る
ため、技術情報の収集及び外部研修等を通じて職員の審査能力向
上を図る。

・　技術審査能力向上を図るため、外部講師による職員研修
「中小企業の審査に役立つ財務諸表の読み方」の実施や、
中小企業の技術動向調査、評価技術に関する専門知識習
得のための派遣研修により技術情報の収集を行った。

　研究の成果として得た新技術や技術的知見を中小企業支援に活
用するため、職員への動機付けを行うなどして、優れた特許の出願と
確保に努めるとともに、使用許諾を促進する。

　研究の成果として得た新技術や技術的知見を中小企業支援に活
用するため、優れた特許の出願と確保に努めるとともに、使用許諾を
促進する。

(1) 体制の整備
  1) 職員の職務発明に関する規程類を整備した。
  2) 法人化に伴い、旧産技研が保有していた特許権を
      含め、知財の組織・管理体制を整備した。(年報：P20)
  3) 特許出願へ向けた取り組みとして、「特許出願明細
      書の作成セミナー」、「大学等研究機関向け知的財
      産権セミナー」の職員向け研修を実施し、意識を高
      めた。

(2) 保有特許利用促進への取り組み
  1) 保有する17件の特許を使用許諾した。(年報：P30)
                          （使用許諾比率：18%）
  2) 特許庁主催の展示会「パテントソリューションフェア」
      への出展や東京都知的財産総合センター（以下、
     「知財センター」という）が発行するハンドブックや
    産技研ホームページにて、保有する特許の広報活動
    を行った。

　なお、知的財産権の取得、活用及び普及に関して、東京都知的財
産総合センター等他機関との連携を強化する。

(1) 知財センターとの連携
  1) 職務発明審査申請案件について、知財センターへの
     事前相談や職務発明審査会への知財センター職員の
     オブザーバ参加を実施した。専門的な知識を活用し、
     実効性のある議論の展開により特許出願へつなげた。
  2) 産技研4事業所で都知財センター主催の知的財産
      セミナーを実施した。
  3) 知財センター相談員による特許相談を西が丘本部にて
      実施した。

(2) 他機関との連携
  1) （社）発明協会等と連携し、知的財産関連事業の取り
      組みを実施した。

　中期目標期間中の特許出願総数は、65件を目標とする。 (1) 特許出願実績
  1) 知的財産保有へ積極的に取り組み、10件の特許出願
      を行った。　(年報：P28,29)

A

　　（3） 助成、融資及び表彰等に関する評価支援

13

12 S

・幅広い技術分野で質の高い技術審査
を受けられる機関は他にない。
・技術審査レベルと信頼性の高い評価に
より、高いリピート率（97%）を得ている。
・新たに9事業を受託し、さらなる産業振
興に貢献した。

　　（4） 知的財産権の取得及び活用の促進

8
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製品等の品質・性能の評価や証明、事故原因究明など中小企業の
生産活動に伴う技術課題の解決を目的として、依頼試験を実施す
る。依頼試験では、以下の取り組みにより、信頼性の高いデータの迅
速な提供及び利用者の利便性向上を図る。

製品等の品質・性能の評価や、事故原因究明など中小企業の生産
活動に伴う技術課題の解決を目的として、依頼試験を実施する。

①　国際的に通用する証明書の発行が可能な、計量法校正事業者
登録制度（JCSS）への登録を行い、依頼試験事業の信頼性向上を図
るとともに、中小企業の海外取引支援に活用する。

①　国際的に通用する証明書の発行が可能な、計量法校正事業者
登録制度（JCSS）への登録を行い、依頼試験事業の信頼性向上を図
るとともに、中小企業の海外取引支援に活用する。

14 A

・　JCSSの登録区分「電気」取得へ向け、チームを編成し、申
請、書類審査、実地審査を行い、事業所登録され（12月）、依
頼試験を開始した。　(年報：P36)
・　登録の区分「温度」取得への取り組みを新たに開始した。
「中小企業への計量標準供給基盤強化事業（中小企業知的
基盤整備事業費補助金）」（第１回公募）の競争的外部資金
に応募し、補助金を獲得した。

②　使用料・手数料の納入方法の多様化や依頼手続きの簡素化を
実施し、利用者の利便性向上を図る。

②　利用者の利便性向上のための取組を実施する。

・　料金支払の利便性向上を目的として、コンビニエンスストアでの支
払い受付を実施する。

・　新たな業務システムを活用し、依頼手続の簡素化を実施する。 ・　従来より要望の多かった依頼手続きを簡素化するため、利
用者に「ご利用カード」を発行し、試験受付が迅速かつ効率
化された（発行枚数：約6,400枚）。　(年報：P37)
・　「ご利用カード」は、全事業所で共通利用とし、利用者へ
のワンストップサービスも向上した。

・　利用者の利便性向上のため、コンビニエンスストアでの利
用料金支払いや銀行振込による支払いを可能とした。
・　高額料金支払いへの安全性の配慮等、利用者サービスを
向上させた。

　　　　　　　　　 利用者の料金支払い状況

・　料金確定後、支払い請求を行う「確定払い」を開始した。

　　（１）依頼試験
　２．試験・研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進

15

(1) 利用者へのサービス向上
  1) 「ご利用カード」の導入の取り組み
      により、利便性向上を図ることがで
      きた。

  2) 東京都では実施できなかった
      長年の課題を解決した。

(2) アウトカム評価の取り組み
　1) 産技研利用者への調査を実施
　     産技研が改善すべき点の質問項目
       において、「手続きの簡素化」への
       回答数が、18年度に激減した。

S

収納方法 現金 コンビニ 銀行振込 合計

収納件数 14,821 1,495 1,722 18,038

件数比率 82% 8% 10% 100%

金額（百万円） 199 22 100 320

金額比率 62% 7% 31% 100%

9



 
中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項自己評価

③　JIS等に規定がない、個別の試験の要望に柔軟に応えるため、
オーダーメード試験を新たに実施する。

・　JIS等に規定が無い、個別の試験の要望に柔軟に応えるための
オーダーメード試験を新たに実施する。

・　従来から多くの要望が寄せられていたJIS等の規定がない
個別の試験に対応するため、オーダーメード試験を新たに導
入し、168件実施した。　(年報：P36)
・　オーダーメード試験は様々な試験項目の組み合わせによ
るため、歳入金額から依頼試験件数に換算すると、約9,700
件に相当する。利用者からの要望に応える事業を新たに取り
組んだことにより、技術支援に貢献できた。

　【試験実施事例】
　a) ポットの低温強度試験
　b) バックの強度試験
　c) ダイニングテーブルの耐熱試験
　d) FPGAボード熱暴走試験
　e) USBインターフェイス基板の試験
　f) かさ高編地編成試験
　g) 機械部品の表面温度試験　等

(1) アウトカム評価の取り組み
  1) 利用者への個別調査を実施
　　 利用による「満足度」と「役立ち度」に
      ついて、成果の取得状況からアウト
      カム評価を実施した。

  2) 満足度調査結果　（回答率：67%）

  3) 役立ち度調査結果 （回答率：67%）

  4) 利用者の声
    a)

    b)

    c)

④　試験・分析機器の校正管理及び依頼試験に関するデータを管
理する組織を新たに設置し、機器精度の確保と品質保証体制の確
立を図る。

③　試験・分析機器の校正管理等を行う組織を新たに設置し、品質
保証体制を確立する。

17 A

・　試験機器等の校正管理を行う組織として、新たに製品化
支援室に技術監理係を設置した。
・　技術監理係では、利用企業からの名義使用の申請管理
や不正利用に対する勧告などを実施した。
・　産技研の所有する機器の保守校正・修理を確実に実施す
ることにより、試験への品質向上と信頼性確保に努めた。

16 S

成果取得状況 回答比率

十分得られた 62%

ある程度得られた 38%

わずかしか得られなかった 0%

得られなかった 0%

成果取得状況 回答比率

十分役立った 62%

ある程度役立った 34%

わずかしか役立たなかった 4%

役立たなかった 0%

専門性のある詳細な試験条件設定
により測定を実施したことで、付加
価値の高いデータが得られた。
設備等を自社で調達できなかった
設備を利用し、また、専門的な指導
を受けながら試作を行えたことで、
特許出願につなげられた。
具体的な試験データが得られたこ
とで、取引先へ性能をアピールでき
た。　等

10



 
中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項自己評価

⑤　中小企業のニーズ等に基づき、試験研究設備及び機器を計画
的に導入・更新する。これにより、新たな試験項目の実施や試験精度
の向上を図る。

④　中小企業ニーズ及び 新の技術動向等に基づき、試験・研究設
備及び機器の導入・更新を実施する。

18 A

・　中小企業ニーズや技術動向をふまえ、運営費交付金及び
自転車振興会補助制度等の外部資金を活用して、微小強度
評価試験機などをはじめ24機種の機器の更新や新たな導入
を図った。　(年報：P37)

⑥　依頼試験は平成22年度実績85,000件以上を目標とする。 ・　品質の証明、製品評価、製品開発、トラブルの原因究明な
ど様々な依頼試験81,727件を実施し、中小企業の生産活動
支援に貢献した。　(年報：P32)

19 A

(1)　アウトカム評価の取り組み
　 「産技研の利用に関する調査」による
  事業成果の取得状況からアウトカム
  評価を実施
  1) 依頼試験による成果の取得状況

　依頼試験利用者の97%が成果が得ら
   れたとの回答であった。

  2) 「品質の証明（成績証明書の取得）」
    に関する、目的達成度の取得状況
    を、4段階で調査

   依頼試験の成績証明書の取得におい
   て、96%の利用者が目標達成すること
   ができたとの回答であった。

成果取得状況 回答比率

十分得られた 57%

ある程度得られた 40%

わずかしか得られなかった 2%

得られなかった 1%

成果取得状況 回答比率

十分達成できた 59%

ある程度達成できた 37%

わずかしか達成できなかった 1%

達成できなかった 3%

11
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中小企業等に対し、職員の専門的な知識に基づく技術相談を実施
し、製品開発支援や技術課題の解決を図る。

①　担当別の技術内容を網羅した手引きを作成し、相談に対応でき
る部署への迅速かつ的確な誘導を行う。

・　担当別の手引きを作成し、産技研内の情報共有サイトに
公開した。手引きでは、専門技術と依頼試験担当分野を明
確化することで、利用者からの問い合わせに対し、円滑にワ
ンストップサービスが実施できるよう工夫を行った。

②　技術相談時のセキュリティ向上を目的とした相談ルームを設置す
る。

・　西が丘本部に相談ルームを新たに3室設置し、全事業所
で利用者へのセキュリティに配慮したサービス向上を図った。

③　生産現場での支援が必要な場合は、職員を現地に派遣する。
（実地技術支援）

・　生産現場での支援をするため、産技研職員の企業派遣を
実施した。実地技術支援は487社、888件に達した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年報：P41)

④　産技研の保有していない技術については、専門知識を有する外
部専門家（エンジニアリングアドバイザー）を活用して課題の解決を
図り、利用者の要望に応える。

・　専門知識を有するエンジニアリングアドバイザー89名を新
設し、専門分野毎のデータベースを作成した。
・　エンジニアリングアドバイザーによる実地技術支援を合計
60企業、332日の派遣を実施した。　(年報：P41)

　【エンジニアリングアドバイザーによる支援事例】
　a) 製品開発に伴う生産工程の改善について
　b) 先端精密機械加工技術に関する技術指導
　c) 室内用照明の開発･改良について
　d) 金属製品の熱処理および表面処理技術について
　e) 不良電子部品の原因究明について
　f) ISO9001取得に向けた体制作りについて
　g) 環境関連規制に関する対応について

　また、ITを活用した遠隔相談の実施を検討する。 　年度計画記載なし

22

　平成19年度にITを活用した遠隔相談の
検討を開始する。

(1) アウトカム評価の取り組み
  1)  「産技研の利用に関する調査」に
      よる事業成果の取得状況からア
      ウトカム評価を実施
    a) 実地相談による成果の取得状況

    b) エンジニアアドバイザ事業の利用
      による成果の取得状況

20

 　　（２）技術相談
　中小企業に対し、職員の専門的な知識を活用した技術相談を実施
し、製品開発支援や技術的課題の解決を図る。

　生産現場での支援が必要な場合は、職員を現地に派遣する。
　なお、産技研の保有していない技術については、専門知識を有す
る外部専門家を活用して課題の解決を図り、利用者の要望に応え
る。

A21

A

成果取得状況 回答比率

十分得られた 47%

ある程度得られた 38%

わずかしか得られなかった 15%

得られなかった 0%

成果取得状況 回答比率

十分得られた 56%

ある程度得られた 38%

わずかしか得られなかった 6%

得られなかった 0%
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　技術相談は平成22年度実績70,000件以上を目標とする。

23 S

(1) 技術相談実績　(年報：P40)
  1) 利用者から要望が多かった電子メールによる技術相談
      を新たに開始した。6,906件実施し、スピード対応を
      実現した。
  2) 来所、電話、電子メール等による技術相談を76,184件
      実施した。

(2) 相談対応マニュアルの作成
  1) 電話相談対応マニュアルを作成し、接遇の周知を
      図った。
  2) 電子メールによる相談対応について産技研内の統一
      ルールを作成し、職員に周知徹底した。

(1) 中期計画達成への取り組み
　利用者への迅速な技術相談への対応
として、電子メールによる取り組みを開始
するなどにより、中期計画目標件数を大
きく上回る実績を上げることができた。

(2) アウトカム評価の取り組み
  1)  「産技研の利用に関する調査」
      による事業成果の取得状況から
      アウトカム評価を実施

　　技術相談による成果の取得状況

    多くの利用者から成果が得られた
    との回答であった。

　業界団体等との業種別交流会を通じて、研究成果や新技術等の情
報提供及び技術ニーズの収集を行う。

①　業種別交流会を開催し、研究成果や新技術等の情報提供及び
技術ニーズの収集を行う。

・　ガラス工業会や繊維業界団体等と6回の業種別交流会を
実施し、業界への技術情報の提供や技術課題へ向けた取り
組みを実施した。　(年報：P42)
・　その他、日本理学療法機器工業会のJIS規格策定等の事
業に協力し、技術支援を実施した。

　また、中小企業の技術者等で構成する技術研究会を通じて、共同
で技術的課題の解決を図る。

②　中小企業の技術者等で構成する技術研究会を通じて、共同で
技術的課題の解決を図る。

・　計測制御、超音波応用、トライボコーティング、粉末冶金な
ど29団体の技術研究会の支援を行い、合計130回の会議等
を開催し、2,097名の参加者があった。　(年報：P42)
・　技術研究会の活動により、商品化及び意匠登録、技術教
本の発行等の成果が得られた。

　更に、これらを通じて把握した業界や中小企業のニーズを迅速に
事業に反映させる仕組みを整備する。

・　業種別交流会で業界から要望があった課題事項につい
て、基盤研究、オーダーメードセミナー、受託研究事業等を
通じて、解決を図った。
・　技術研究会の活動成果を産技研の研究発表会で報告す
る場を提供するなどの取り組みを行った。

A

　　（３）業界団体等への技術協力

24

成果取得状況 回答比率

十分得られた 45%

ある程度得られた 43%

わずかしか得られなかった 7%

得られなかった 5%
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　　（1） 基盤研究
(1)　基盤研究の実施　(年報：P46)
  産技研を利用する中小企業のニーズへ迅速かつ的確に応
えるべく、重点7分野に該当する研究テーマ39を含めた59
テーマを実施した。

　　　技術分野
　　　①ナノテクノロジー分野　　       9テーマ
　　　②ＩＴ分野　　　　　　　　　　　　    3テーマ
　　　③エレクトロニクス分野　　　     3テーマ
　　　④システムデザイン分野　     　5テーマ
　　　⑤環境分野　　　　　　　　　      11テーマ
　　　⑥少子高齢・福祉分野　　　　   3テーマ
　　　⑦バイオテクノロジー分野　　   5テーマ
　　　⑧ものづくり基盤技術分野　　 20テーマ

(2) 研究成果の還元
　基盤研究から得られた成果について、以下の取り組みによ
り都民への還元を図った。
  1) 研究発表
    a) 産技研研究発表会での成果報告　発表数　61件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年報：P106)
    b) テクノ東京フェア2006 in Shinjuku で発表した研究
　　　成果報告　発表数　7件
    c) 産業技術連携推進会議や近接県公設試験機関研究
        発表会で発表した研究成果報告 発表数　15件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年報：P82)
    d) 学協会で発表した研究成果報告　発表数　90件
　　　  　　　　　　　　（海外14件含）　(年報：P77)

  2) 研究報告（論文）
    a) 産技研研究報告書　掲載した報告数　40報
    b) 学協会に投稿した研究論文　論文数　28報
　　  　　　　　　　　　（海外4報含）　(年報：P76)

  3) 技術解説
    a) 学協会や工業団体から依頼　解説書　25報
                             　　　　　　　　 (年報：P85)
    b) Tiriニュース　5報

  4) 依頼講演
       試験研究機関や工業団体から依頼された講演
　　　　　　　　  　　　　講演数　16回　(年報：P84)
  5) 研究成果による賞受賞実績
       学協会や大学等から論文賞など受賞
　　　　　　　　　　　　　受賞数　6件　(年報：P87)

  6) 特許出願
       研究成果により、特許出願を4件行った。

　３． 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施

　中小企業のニーズ等に迅速かつ的確に応えられる機能を確保・向
上させるため、試験技術及び評価技術の質の向上や、蓄積した技術
の提供による的確な相談支援、中小企業に対する一歩先の技術の
提供、職員の技術レベルの向上などに資する研究を、基盤研究とし
て実施する。この基盤研究の成果の蓄積は、新技術やその実用化技
術の開発など、全ての研究・支援事業の礎となるものであるため、継
続的に基盤研究を実施していく。
基盤研究は以下のような視点からテーマを設定し、研究を実施する。
①　重点技術分野への対応
②　都の行政課題への対応
③　技術相談、依頼試験等で把握した中小企業のニーズに立脚した
技術的課題の解決
④　産技研を特徴付ける技術シーズの維持・強化と育成
⑤　緊急課題への対応
⑥　産技研の技術支援を支える開発能力向上・職員の育成など

A

試験技術や評価技術の質の向上や、蓄積した技術の提供による的
確な相談支援、中小企業に対する一歩先の技術の提供、職員の技
術レベルの向上など、産技研を利用する中小企業のニーズへ迅速
かつ的確に応えられる機能を確保・向上させるため基盤研究を実施
する。研究テーマ数は、重点7分野に該当する研究テーマ29を含め
た42テーマとする。
基盤研究：42テーマ（平成18年4月1日現在）
　①ナノテクノロジー分野　　　５テーマ
　②ＩＴ分野　　　　　　　　　３テーマ
　③エレクトロニクス分野　　　２テーマ
　④システムデザイン分野　　　４テーマ
　⑤環境分野　　　　　　　　　８テーマ
　⑥少子高齢・福祉分野　　　　３テーマ
　⑦バイオテクノロジー分野　　４テーマ
　⑧ものづくり基盤技術分野　　13テーマ

25
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①　提案公募型研究
・　技術開発の要素が大きい経済産業省の提案公募型事業へ積極
的に応募し、採択を目指す。

・　科学研究費補助金等の獲得を目指し、文部科学省の指定機関へ
の申請計画を定め、必要な条件の整備に努める。

・　科学研究費補助金申請指定機関としての条件整理を行
い、文部科学省へ申請を行った結果、認可された（3月）。平
成19年度以降、科学研究費補助金による共同研究を推進で
きる体制を整備した。

・　未利用外部資金の調査を行い、提案可能なものを抽出して積極
的な提案を実施する。

・　未利用外部資金の積極的な活用を図るため、利用可能な
提案公募型研究について、募集通知を産技研内メールによ
り全職員に通知した（9件）。
　通知を行った中から、提案可能な民間財団の募集等へ4件
応募し、1件採択された。

①　提案公募型研究
　産技研の基盤研究成果の発展及び外部技術との融合により大きな
成果を導き出すことを目的として、提案公募型研究に積極的に応募
していく。
・　技術開発の要素が大きい経済産業省の提案公募型事業へ積極
的に応募し、採択を目指す。
・　文部科学省の指定機関となるための条件を整備し、科学研究費
補助金等の獲得を目指す。
・　未利用外部資金の調査を行い、提案可能なものを抽出して積極
的な提案を実施する。

・　経済産業省関連の提案公募型研究に9件応募し、地域新
生コンソーシアム事業など3件が採択された。

　資金を提供する団体の設定要件や開発支援を求める中小企業等
のニーズに応えて、外部資金を活用した研究・調査等を積極的に実
施し、課題解決を図る。

　資金を提供する団体の設定要件や開発支援を求める中小企業等
のニーズに応えて、外部資金を活用した研究・調査等を積極的に実
施し、課題解決を図る。なお、以下の取り組みにより平成22年度にお
ける外部資金獲得目標額を1億円とする。

27

　　（２） 共同研究

A

　企業、業界団体、大学、試験研究機関等が協力し、それぞれが持
つ技術を融合して、応用研究や一歩進んだ技術の実用化・製品化
に向けた実用研究を推進することにより、効果的かつ効率的な研究
成果の実現を図る。
　平成18年度は、年度当初に予算枠の2/3程度の研究テーマを、年
度途中に残りの1/3に相当する研究テーマを公募により設定し、研究
を実施する。また、大学等との共同研究については、随時実施してい
く。

　企業や業界団体、大学、他の試験研究機関等と協力し、それぞれ
が持つ技術とノウハウを融合して、応用研究や一歩進んだ技術の実
用化・製品化に向けた実用研究を推進することにより、効果的かつ効
率的な研究成果の実現を図る。
　研究テーマは年度当初の設定を基本とするが、緊急の要請に対応
するために年度途中のテーマ設定も可能とする。

(1) 共同研究の実施
  1) ホームページ等で共同研究を公募し、25テーマの共同
      研究を実施した。
　  （年度当初　20テーマ、年度途中　5テーマを採択）
　    研究課題選定ヒヤリングや終了ヒヤリングの実施には、
      共同研究機関も同席し、目的や役割分担、実現性、波
      及効果、研究成果等を総合的に評価した。
  2) 大学等の研究推進として、11テーマの共同研究を実施
      した。

(2) 共同研究成果
  1) 製品化への取り組み
      共同研究の取り組みにより、数多くの製品化が実施さ
      れた。

  【製品化事例】
    a) 誘導標識板の公道への設置
    b) ノートパソコン用プレゼンカメラの販売
    c) 超高速パターンマッチング回路設計
    d) 照射食品スクリーニングシステムの販売　等

  2) 特許出願
      共同研究機関と合同で特許出願を6件実施し、
      産業財産権確保に努めた。

(3) 成果の普及活動
  1) 製品化事例集の発行
      共同研究による実用化・製品化事例をTIRIニュース
      「特大号」にまとめ、13例を紹介した。

26

(1) 体制の整備
  1) 外部資金導入研究を実施するため、「提案公募型
      研究に関する要綱」などの規程類を整備した。

(2) 外部資金導入実績
  1) 提案公募型研究及び受託研究により、合計26件、
      約1.4億円を獲得した。（地域結集事業を除く）

(3) 地域結集型研究開発プログラムへの取り組み
  1) 独立行政法人科学技術振興機構（JST）地域イノベー
      ション創出総合支援事業「地域結集型研究開発プロ
      グラム」へ、産技研が中核機関として7大学9研究室、
      12企業、1協同組合、2公設研究機関を取りまとめ意欲
      的に取り組んだ結果、12月に採択され、約8千万円を
      獲得した。（平成18年度分） (年報：P72)
  2) キックオフセミナーの開催や（3月：出席者152名）、
      研究体制整備など初年度の目標を達成した。

(1) 中期計画達成への取り組み
　外部資金獲得実績は、中期計画の獲
得目標額の1億円を超える約1.4億円を
獲得することができた。

(2) 地域結集型研究開発プログラム
の獲得
  1) 質の高い提案力が評価され、
      事業に採択された。
  2) 行政課題への取り組みにより、
      都の環境改善に貢献できる。

(1) アウトカム評価の取り組み
  1) 「産技研の利用に関する調査」に
    よる事業成果の達成度からアウト
    カム評価を実施

　　共同研究による成果達成度

　多くの利用者から成果が得られたとの
回答であった。

S

　　（３） 外部資金導入研究・調査

成果取得状況 回答比率

十分得られた 56%

ある程度得られた 38%

わずかしか得られなかった 6%

得られなかった 0%
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②　受託研究・調査等
　企業、その他外部機関からの委託等に基づき委託者の経費負担
によって産技研が研究・調査等を実施し、委託者の求める成果の実
現を図る。

②　受託研究・調査等
　企業、その他外部機関からの委託等に基づき委託者の経費負担
によって産技研が研究・調査等を実施し、委託者の求める成果の実
現を図る。

28 A

・　受託研究・調査として13件を実施した。委託者の技術課
題解決を的確に支援した。　(年報：P75)

  【受託研究の技術分野】
    a) IT   2件
　  b) 材料  2件
    c) 精密加工  2件
    d) その他　7件

　研究テーマの採択や研究結果の評価等については、産技研内部
委員による評価や、学識経験者及び産業界有識者等の外部委員に
よる評価を迅速かつ効率的に行う。

　この評価結果は、その後の研究テーマの設定や事業運営等に反
映させ、産業界や都民のニーズに基づく効果的かつ効率的な研究
事業実施のために活用する。

②　評価結果は、ホームページにより外部に公表するとともに、その
後の研究テーマの設定や事業運営に反映させ、産業界や都民の
ニーズに基づく効果的かつ効率的な研究事業実施に活用する。

・　研究課題外部評価委員会で評価を受けた研究テーマ
は、評価結果を産技研ホームページに公開した。
・　評価委員による事前評価での指摘や提案を踏まえ、研究
を開始した。
・　事後評価の提言・アドバイスにより、特許出願や製品化を
推進した。

(1) 基盤研究及び共同研究の研究テーマの採択
  中小企業ニーズに対して迅速かつ的確に応えられるか否
か等について、①事業の目的・意義　②内容　③成果・効果
の視点から、産技研職員による研究課題審査委員会（委員9
名）にて総合的に評価し、研究実施の可否を判定した。

(2) 事業管理の実施
  採択された研究は中間及び終了ヒヤリングを行い、研究の
進捗状況の確認や成果の評価を実施した。

(3) 研究課題外部評価委員会の開催　(年報：P88)
  1) 外部委員による研究課題外部評価委員会を事前評価
      と事後評価の2回実施した（8月、3月）。
  2) 事前評価の実施
　     19年度から開始する6テーマの事前評価を行い、
       全課題の研究実施が認められた。
  3) 事後評価の実施
　     17年度に終了した10テーマの事後評価を実施し、
       提言・アドバイスをいただいた。

29

　　（４）研究評価制度

A

　研究テーマの採択や研究結果の評価等については、産技研内部
委員による評価や、学識経験者及び産業界有識者等の外部委員に
よる評価を迅速かつ効率的に行う。
①　研究評価は、事前評価・事後評価の2回の実施を基本とする。

16
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　中小企業の技術力向上や技術者の育成、並びに産業の活性化を
図るため、新技術や産業動向に係る技術セミナーや講習会を開催す
る。

①　中小企業の技術力向上や技術者の育成、並びに産業の活性化
を図るため、新技術や産業動向に係る技術セミナー及び講習会を開
催する。

30 S

(1) 技術セミナー講習会の事業実績　(年報：P90)
  技術セミナー及び講習会を80件実施し、2,193名が受講し
た。

(2) 実施内容
  1) 技術動向や利用者ニーズの対応
　 技術動向や利用者ニーズから研修項目、内容を見直し、
   要望が高い「組込みシステム技術」等を開始した。
　 また、利用者からの応募が多かった「3次元CAD研修」
   や「3Dモデル試作」は、追加実施し、利用者からの
   要望に応えた。
  2) 実施状況　(年報：P92～105)
　 セミナー・講習会は内容と実施規模に応じ、5つに分類
    し、各種別での実施状況は以下のとおりである。
    a) 長期専門研修：30時間以上の実習を伴う研修
　　    実施件数　6件、受講者数　130名
    b) 短期専門研修：30時間未満の実習を伴う研修
　　    実施件数　45件、受講者数　440名
    c) 技術セミナー：１日の研修
　　    実施件数　25件、受講者数　1,478名
    d) デザイン実践セミナー
　      デザイン創造塾　11社受講
　      デザイン実践セミナー成果発表会公開プレゼン
        テーション       受講者数　70名
    e) ものづくりIT技術開発・実用化支援事業技術セミナー
　      金属光造形複合加工セミナー
              2講座、受講者数　64名

(1)　アウトカム評価の取り組み
  1) 「産技研の利用に関する調査」に
      より、受講者の事業成果の取得状況
      からアウトカム評価を実施した。
 

　多くの利用者から成果が得られた
  との回答であった。

(2) 特徴あるセミナー事業
  1) 広範な技術分野への対応や、受講
      者が2,000名を超えるセミナー・
      講習会を実施した。
  2) 測定や実験など実習を伴う研修を
      51件も開催することにより、中小
　　 企業の技術者の即戦力化へ貢献
　　 した。

　４．研究成果の普及と技術移転の推進
　　（１）技術セミナー、講習会及び研究発表会等の開催

成果取得状況 回答比率

十分得られた 30%

ある程度得られた 63%

わずかしか得られなかった 6%

得られなかった 1%
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　なお、企業や業界団体等の個別ニーズに対応するためオーダー
メードセミナーを新たに実施する。

②　企業や業界団体等の個別ニーズに対応するためオーダーメード
セミナーを新たに実施する。

・　利用者の要望に対応した研修や地域産業の特性に応じ
た研修を実施するため、新たにオーダーメードセミナーを開
始し、97件を実施した。　(年報：P106)
・　本セミナーの特徴として、依頼先の要望がある場合は現
地での実施も可能とし、16件を実施した。
・　繊維業界関連（墨田支所及び八王子支所）から約6割（56
件）の利用があった。
・　依頼企業の新人研修など企業ニーズに則した対応によ
り、幅広く利用された。

  【オーダーメードセミナー実施事例】
  a) 東京都工業高校教員への精密分析などの実習
  b) 機器分析による材料の評価方法
  c) 繊維製品の製造工程と品質管理
  d) CAEによる金具の強度特性解析手法の修得
  e) ガラスの基礎知識と破損事故解析 等

31

(1)　アウトカム評価の取り組み
  1) 利用者への個別調査を実施し、
      事業利用による「理解度」、「満
      足度」及び「役立ち度」について、
      成果の取得状況からアウトカム
      評価を実施した。

  2) 理解度の調査結果　（回答率：48%）

  3) 満足度の調査結果

  4) 役立ち度の調査結果

  5) 利用者の声
    a) 体験による実習と技術情報の
        習得が同時にできた。
    b) セミナー受講の成果により、取引
       先へ製品を提案することができた。
    c) 技術のスキルアップにつながった。

S

成果取得状況 回答比率

十分得られた 65%

ある程度得られた 35%

わずかしか得られなかった 0%

得られなかった 0%

成果取得状況 回答比率

十分得られた 85%

ある程度得られた 15%

わずかしか得られなかった 0%

得られなかった 0%

成果取得状況 回答比率

十分得られた 70%

ある程度得られた 30%

わずかしか得られなかった 0%

得られなかった 0%
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また、技術成果の普及や産技研の利用拡大等を目的とした展示会
や研究発表会を開催するなど、積極的な普及活動を実施する。

③　研究及び調査等の成果の普及を図るため、研究発表会を開催
する。

(1) 研究発表会の開催　(年報：P106)
  西が丘本部及び墨田支所（江戸東京博物館）の2会場で研
究発表会を実施した。
  1) 西が丘会場　（7月）　52テーマ、160名参加
    a) 発表分野：材料・分析、エレクトロニクス・光音、ナノ・
        マイクロテクノロジー、環境・バイオ、ＩＴ・ デザイン・
       福祉の分野における研究成果報告を実施
    b) 公設試の連携：神奈川県産業技術センター、埼玉県
        産業技術総合センター、千葉県産業支援技術研究
        所と連携し、研究成果を報告を実施（8テーマ）
    c) 特別セッション：（独）農研機構食品総合研究所と
        連携し、照射食品検知に関する成果報告を実施
                                                        （6テーマ）
  2) 墨田会場　実施場所：江戸東京博物館　（7月）
　　　　　　　　　　　　　　　　9テーマ　104名参加
    a) 発表分野：繊維関連分野の研究成果発表を実施
    b) 公設試の連携：栃木県産業技術センターおよび
        山形県工業技術センターと連携し、研究成果を
        報告（2テーマ）

④　産業技術の普及と産技研の事業に対する理解を得ることを目的
として、本部及び全ての支所で施設公開を実施する。

(1) 施設公開の開催　(年報：P110)
  全事業所で施設公開日を設定し、施設公開を実施し、
5,448名の来場者があった。青少年への科学教育の一環とし
て、近隣小中学校や専門学校等の団体見学を受け入れた。
また、各事業所では下記のとおり他団体と連携して、施設公
開を実施した。

(2) 実施内容
  1) 西が丘本部では、都立技術専門校、北豊島工業学校、
      北区・板橋区（KICCプロジェクト）との連携を実施
  2) 城東、城南支所では東京都中小企業振興公社と
      区との連携
  3) 八王子支所では八王子ファッション協議会と共催
　4) 展示パネル数　約500枚

⑤　業界団体及び企業、都民等からの要望に応じて施設見学を随
時実施し、産技研の保有する技術や事業の広報に努める。

(1) 施設見学の随時実施　（年報：P112)
  1) 全事業所で500団体、4,150名の施設見学を実施し、
      産技研の技術や広報を行った。業界団体の他に、
      高校や中学の修学旅行生の施設見学の受け入れを
      行い、都の産業技術及び産業振興について広く
      普及・ＰＲすることに努めた。

⑥　研究の成果を中小企業や都民に普及するための展示会を実施
する。

(1) 独自展示会の実施　(年報：P128)
  1) 独自企画として、研究成果普及のため、10月に
      「テクノ東京フェア2006 In Shinjuku」を 都庁都
      政ギャラリーで開催した。「ものづくりのための
      デザインセミナー」というデザイン関連5テーマの
      成果発表会及び展示会を実施し、370名の来場
      者があった。
  2) その他、28件の展示会に参加した。

高度な専門知識を持つ職員を大学、学術団体、産業界、行政機関
等へ派遣し、社会への知的貢献を積極的に進める。

・　職員を多様な学術団体、産業界、行政機関等へ派遣し、
専門性を活用し、社会への知的貢献を行うとともに外部との
交流を積極的に行った。

(1) 派遣実績　(年報:P113)
  1) 評価委員や専門委員として、財団法人日本規格
     協会や独立行政法人中小企業基盤整備機構など、
     66機関　122名の職員を派遣
  2) 学協会の座長として、日本機械学会など9名の
      職員を派遣　(年報：P83)
  3) 技術審査事業の面接や現地審査として、323名の
      職員を委託団体へ派遣

33

32 S

高度な専門知識を持つ職員を大学、学術団体、産業界、行政機関
等へ派遣し、社会への知的貢献を積極的に進める。なお、職員の派
遣については、広範かつ弾力的に実施する。

A

　　（２）職員の派遣

(1) 顕著な事業実績
  1) 施設公開に5,000名を超える来所者
      があった。

　2) 500団体、4,000名を超える、施設
      見学を実施し、都の産業振興に
      貢献した。

(2) アウトカム評価の取り組み
  1) 利用者の声
    a) 体験しながら学べるのが良かった。
    b) ものづくりの仕組みがわかって、
        有意義であった。

　【施設見学の依頼機関】
  1)様々な団体から施設見学依頼が
     あった。
　  a) 工業団体等
       　東京商工会議所、卸商業組合
　　　　鍍金工業組合、JICA　等
　  b) 近隣団体
　　　  板橋区中学校PTA連合会
　　　  中学校・小学校（北区、板橋区
　　　　世田谷区、墨田区、八王子市）
　  c) 修学旅行
         岩手県、福島県、静岡県、
　　　　愛知県、大分県、長崎県
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　産業交流展等、都や区市町村等が開催する展示会等に積極的に
参加し、産技研保有技術の広報や成果の普及を実施する。

産業交流展等、都や区市町村等が開催する展示会等へ積極的に参
加し、産技研の保有する技術や成果の普及を実施する。

35 A

・　産技研の事業内容紹介や研究・技術開発により得られた
成果及び、企業と共同して行った製品化の結果などを、広く
普及するために、自治体が主催する展示会に21件出展し
た。その他、工業団体等が主催する展示会に8件出展し、計
29件への展示会に参加した。　(年報：P128)

  【展示会出展事例】
  a) 産業交流展2006
  b) いたばし産業見本市
  c) おおた工業フェア
  d) 組み込み総合技術展
  e) 自動車技術展

・産技研から利用者へ積極的に技術情報の提供を行った

(1) 広報媒体による技術情報の提供
  1) マスコミ報道　(年報：P118)
　　　テレビ・ラジオ 39回放送（再放送15回含）
　　　新聞・雑誌　106件
  2) 産技研が発行する広報媒体
    a) 事業概要　3万部
    b) 各事業所紹介パンフレット
    c) Ｔｉｒｉ News　11号発行　（1冊：12ページ）
         毎回発行部数　5,000　(年報：P115)
    d) 年報　（6月発行）
    e) 研究報告書　（1月発行）
    f) 研究成果パンフレット
　　    西が丘本部エントランスに製品化した
         30テーマの成果パンフレットを配布
    g) 著作物　(年報：P127)
　　     デザイン創造塾　「成果事例集」
　　     繊維技術ハンドブック「品質表示編」
　　     繊維パンフレット「繊維鑑別のはなし」

(2) IＴを活用した情報提供
  1) メールニュース　(年報：P122)
        発行数 年間61号、送付件数　約2,500件
  2) ホームページの活用　　 新情報をほぼ毎日更新
　　　　　　　　　　　　(年報：P114)
　　   トップページアクセス数　年17万3千回
　　　 紹介内容：事業案内、技術相談、セミナー講習会
　　　                情報、設備紹介、研究成果概要、
                       知的財産情報など
  3) 産技研で実施した事業の記録や技術解説・技術資料
      をホームページで公開
    a) 繊維製品のクレーム解析試験の事例集
    b) 火山灰を利用したガラス製品の試作
          ～三宅島復興事業への協力～
    c) アイソトープ・放射線のはなし

(3) その他
  1) 公社情報誌「アーガス」による産技研紹介、
      デザインセンター事業案内など

A34

　　（４）展示会への参加

インターネットや各種広報媒体を通じ、産技研の事業や研究成果及
び所有機器、新たな法規制等の技術情報を積極的に提供する。

中小企業における生産活動や製品開発等に資することを目的とし
て、産技研の事業や研究成果及び所有機器、新たな法規制等の情
報を積極的に提供する。情報提供は、メールやホームページ、刊行
物を活用して 新情報の速やかな提供に努める。

　　（３）各種広報媒体を活用した情報提供
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　情報管理体制を整備し、セキュリティポリシーを策定するとともに、
情報システムのセキュリティ対策や帳票類の適切な管理等の実施に
より個人情報等の保護に努める。

情報管理体制を整備し、セキュリティポリシーを策定するとともに、情
報システムのセキュリティ対策や適切な帳票類の管理等の実施により
個人情報等の保護に努める。

・　個人情報に関する法令やセキュリティ規範を遵守するため
に、「情報保護のための基本方針（情報セキュリティポリ
シー）」を策定し、産技研の情報資産取扱と取り組み姿勢を
産技研ホームページに公開した。
・　都に対しては保有個人情報取扱事務届出を提出し、適正
な取扱いに努めた。

　また、職員の職務上知り得た秘密の守秘義務を徹底するため、規
定を整備するとともに職員研修の充実を図る。

また、職員の職務上知り得た秘密の守秘義務を徹底するため、規定
を整備するとともに職員研修を実施する。

・　「情報保護のための基本方針（情報セキュリティポリシー）」
に基づき、情報セキュリティ規程を整備し、産技研ホームペー
ジに公開した。
・　全職員が受講する重点課題研修として、情報セキュリティ
や公益通報制度、汚職等非行防止などのコンプライアンス研
修を実施した。
・　新規採用職員に対しては、採用時からの自覚と責任感を
促すため、新任研修を実施した。また、昇任した管理職員に
対し、幹部研修を実施した。

　産技研の事業内容とその運営状況に関する情報開示については、
規則に基づき迅速かつ適正に対応し、説明責任を全うする。

産技研の事業内容とその運営状況に関する情報開示については、
規則に基づき迅速かつ適正に対応し、説明責任を全うする。

37 A

・　情報開示や情報公開請求に関する規程を策定し、その普
及と遵守に努めた。　　(年報：P131)
・　ホームページ上で、情報公開、入札情報など産技研の事
業に係わる各種情報を随時提供した。
　1) 「情報公開」内容
　　　　定款、業務方法書、中期目標・計画、年度計画、
　　　　職員就業規則等19規程
　2) 「入札情報」
　　　　入札参加要項、入札予定案件、
　　　　入札経過情報（入札者名・金額、落札者名）

　５．情報セキュリティ管理と情報公開

A36

　　（２）情報公開

　　（１）情報セキュリティの管理
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①　事業動向等を踏まえた組織体制の見直しを実施し、各事業の効
率的な執行体制を確保する。

・　事業の効率的な執行体制とするため、4部制の新組織を
構築した。中小企業の事業化・製品化を所管する部署とし
て、新たに事業化支援部を設置し、重点化した。　(年報：P2)
　また、研究開発をより効率的、効果的に実施するために、研
究開発部を２部制とし、研究支援体制の整備や充実を図っ
た。研究開発部と事業化支援部とが効果的に協力し、中小
企業の支援を実施した。

②　既存組織体制にとらわれず、適時プロジェクトチームを設置する
など、ニーズに柔軟に対応する。

・　緊急的課題に対応するため、プロジェクトチームとして「都
市の安全安心技術開発プロジェクト」を立ち上げた（4月）。
・　（独）科学技術振興機構（JST）の「地域結集型研究開発プ
ログラム」の採択によりプロジェクトチームを廃止し、地域結集
事業推進部を新たに設置した（12月）。
・　新拠点の建替検討プロジェクトを立ち上げ、基本計画や
機器整備の検討を行った。

　依頼試験や技術相談等、中小企業支援の実施に必要な基盤技術
及び先端技術並びに法規制等の知識を向上させるため、研究・研修
等を通じた職員の能力開発に努めるとともに、産技研の機能向上や
技術動向等を踏まえた長期的視点からの人材育成も行っていく。

基盤技術・先端技術に関する技術力の向上並びに法規制等の知識
の向上を目的として研究・研修等を通じた職員の能力開発を実施す
る。

39 A

・　職員の能力開発、技術力向上を目的として、先端科学技
術講習会などの専門技術研修や政策企画研修等へ、延べ
600名を超える職員を研修に派遣し、人材育成を行った。
・　法規制等に関する知識を養うため、外部の専門講師を招
いて、「安全・安心ものづくり支援－消費者行政からの視点
－」など専門研修を5回実施した。

　客観的な評価基準に基づく業績評価制度を構築し、適切な評価を
行う。

客観的な評価基準に基づく業績評価制度を構築し、適切に評価を
実施する。

・　実績とプロセス評価による業績評価制度を構築した。ま
た、評価の公正性、客観性を担保するため、一次・二次及び
総合評価からなる評価制度を導入した。

　あわせて、能力・業績主義に基づく任用・給与制度を導入し、業績
評価結果を処遇や人員配置に適切に反映する。

あわせて、能力・業績主義に基づく任用・給与制度を導入し、業績評
価結果を処遇や人員配置に適切に反映する。

・　法人独自の人事・給与制度導入した。
・　職責・業績を反映させた「給与制度」を実施した。
・　業績評価と連動させた「昇任制度」や業績評価を反映させ
た「賞与制度」を実施した。

　業績評価の実施にあたっては、職員の意欲の向上、業務遂行能力
の向上を十分に実現できるように配慮する。

業績評価の実施にあたっては、職員の意欲の向上、業務遂行能力
の向上を十分に実現できるように配慮する。

・　自己申告制度の導入により事業目標を明確化した。
・　人事考課制度に関する苦情処理について、「評価に係わ
る苦情処理相談実施要領」を制定し、人事考課制度の公平
性、透明性、納得性の向上を図った。

①　地方独立行政法人の自主的な経営判断に基づく事業運営を実
施するための企画調整機能強化として、「経営企画本部」を設置す
る。

・　産技研全体の企画立案機能や調整機能を強化するた
め、経営企画本部を設置し、戦略的な事業運営を実施した。
・　技術動向に即応した、基盤研究や機器整備を随時実施し
た。
・　新拠点整備に向けて、基本設計などに協力した。

②　「経営企画本部」においては、東京都地方独立行政法人評価委
員会の評価・意見などを迅速・的確に事業・予算・人員計画に反映
し、経営資源の適正な配分を行う。

・　事業実績の把握、進捗管理を適切に行い、事業目標を達
成させた。
・　評価委員会からの指摘もあり、内部通報の制度化や職員
向けコンプライアンス研修の充実を図った。
・　法人の中期計画及び年度計画を策定し、都に届出を行っ
た。
・　法人の事業予算に基づき、事業計画・執行予算の配分等
を行った。

産技研の利用に関する企業調査を毎年実施し、その結果を踏まえた
事業運営や支援方法の見直しを実施する。

産技研利用に関する企業調査を実施し、その結果を踏まえた事業運
営や支援方法の見直しを実施する。

42 A

・　産技研利用企業に対する調査アンケートを行い、アウトカ
ムの視点から事業評価を実施した。
・　調査結果を分析し、事業成果をより大きなアウトカムへ繋
げるために事業運営や支援方法の改善へ反映させた。

　　（５） 業務改善に係る利用企業調査結果の反映

41

　　（４）企画調整機能の強化

40

A

　多様な技術ニーズや、緊急の技術的課題に迅速に対応するため、
状況に応じて組織体制を柔軟に再編するなど、組織の機動性を高
め、各事業の効率的な執行を確保する。

　　（２）職員の能力開発

　　（１）機動性の高い組織体制の構築

A

　　（３）職員の能力向上につながる業績評価及び任用・給与制度の導入

　１．組織体制及び運営

A

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

　地方独立行政法人の自主的な経営判断に基づく事業運営を実施
するため、経営企画部門を設置して、企画調整機能の強化を図る。
これにより、東京都地方独立行政法人評価委員会の評価・意見など
を迅速・的確に事業・予算・人員計画に反映し、経営資源の適正な
配分を行う。

38
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①　意思決定の迅速化、事務手続きの簡素化、重複業務の見直し等
を目的として業務内容と運営方法を随時見直し、管理的経費の削減
に努める。

①　意思決定の迅速化、事務手続きの簡素化、重複業務の見直し等
を目的として業務内容と運営方法の見直しを随時行う。

43 A

・　意思決定の迅速化として、各所属長の権限委譲を進め、
事業決定権を強化した。
・　利用者の利便性向上やスピード化を図るため、事務手続
きを簡素化し、オーダーメード事業の契約事務や文書回覧な
ど文書管理事務を見直した。

②　定型的な業務については、コスト比較やノウハウ蓄積の必要性等
の観点からアウトソーシングの可能性を検討し、可能な業務について
は積極的に実施する。

②　定型的な業務については、コスト比較やノウハウ蓄積の必要性
等の観点からアウトソーシングの可能性を検討し、可能な業務につい
ては積極的に実施する。

・　民間の経験を生かせる業務や定例的業務、臨時的な業
務増大に対応するため、人材派遣や業務委託を積極的に活
用した。
・　施設管理や事業所間文書輸送の業務委託を実施し、事
業運営の効率化とスピード化を図った。

　また、外部の専門家等の活用により、低コストで高いサービスが得ら
れる業務についてもアウトソーシングの可能性を検討する。

③　外部の専門家等の活用により、低コストで高いサービスが得られ
る業務についてもアウトソーシングの可能性を検討し、可能なものに
ついては導入を進める。

・外部の専門家へアウトソーシング可能な業務の検討を行
い、社会保険関連や税務相談について、アドバイザリー契約
を締結した。

③　業務内容を精査した上で、可能なものについて委託業務契約の
複数年化等により、経費の節減を図る。

④　業務内容を精査した上で、可能なものについて委託業務契約の
複数年化等により、経費の節減を図る。

45 A

(1) 契約の事務効率化と管理経費の節減
　契約制度について、以下の制度を導入し、事務の効率化
や管理経費の節減を図った。
  1) 複数年にわたる安定した業務の履行を確保するとと
      もに事務の省力化にも寄与する「長期継続契約制度」
  2) 入札情報を公表し、幅広く希望者を募ることにより、
      競争性の高い入札を実施する「希望性指名競争
      入札制度」
  3) 契約案件を集約し、規模のメリットを活かした経費
      節減を図る「共通消耗品の集中調達」  など

業務運営、財務会計、人事・給与、庶務等に関する新たな情報シス
テムを構築して本部及び各支所をオンラインで結び、庁舎間、部署
間における情報の共有化とペーパーレス化を進め、業務を効率化す
る。

業務運営、財務会計、人事、給与、庶務等に関する新たな情報シス
テムを構築して本部及び各支所をオンラインで結び、情報の共有
化、ペーパーレス化を進め、業務を効率化する。

46 A

・　依頼試験受付等の業務、庶務管理、人事・給与、財務会
計など新情報システムを導入し、全7事業所の情報の一元化
を実現した。　(年報：P140)
・　ビジネスソフトの掲示板機能を活用した職員への情報通
知や職員のスケジュール管理による情報共有化を実施した。
情報の共有化により、技術相談等における利用者対応でワ
ンストップサービスが提供できるよう取り組んだ。
・　各種届出事項の電子申請や産技研内LANを活用したファ
イル共有により、ぺーパーレス化を実施した。

標準運営費交付金（プロジェクト的経費を除く。）を充当して行う業務
については、毎年度平均で前年度比1.0％の財政運営の効率化を図
る。

標準運営費交付金（プロジェクト的経費を除く。）を充当して行う業務
については、前年度比1.0ﾊﾟｰｾﾝﾄの財政運営の効率化を目指す。

47

・　業務運営の効率化に取り組み、平成19年度からの前年度
比1.0%の財政運営経費削減を図る。

  【経費削減取組事例】
  a) 退職者数の動向、昇任及び昇給規模等を勘案し、
      人件費の適正化を図る。
  b) 業務の効率化や契約方法の見直しなど創意工夫を
      行うことにより、管理費の抑制を図る。
  c) 省エネルギー活動を推進する。
  d) 既存情報システムを活用した事業所間無料通信
      （IP電話）の導入及び利用を推進する。

　　（３） 業務運営全体での効率化

44

　　（２） 情報化の推進

　　（１） 業務の適切な見直し

A

　２．業務運営の効率化と経費節減
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安定的な資金の運用・管理を行うため、「資金管理基準」を作成す
る。資金運用・資金管理の実施にあたっては、安全性、安定性等を
考慮して適正に行う。

①　安定的な資金運用・資金管理を行うため、「資金管理基準」を作
成する。資金運用・資金管理の実施にあたっては、安全性、安定性
等を考慮して適正に行う。 48 A

・　適正かつ効率的な資金管理及び安定的な資金運用を行
うための資金管理規則を策定した。これに基づき、適正に資
金管理を実施した。

施設・設備等については、良好に維持管理するため、東京都から施
設費補助金等の財源を適切に確保し、計画的な改修を行う。

②　建物や施設・設備等については、良好に維持管理するため、東
京都から施設費補助金等の財源を適切に確保し、計画的な改修を
行う。 49 A

・　都からの施設設備費補助金を確保し、ドラフトチャンバー
設備等の改修や老朽化した施設・機器の危険防止対策など
を実施した。　（年報：P133)

提供するサービスの向上や事業実績の向上等に資するよう、剰余金
を活用した仕組みの導入を検討する。

提供するサービスの向上や事業実績の向上に資するよう、剰余金を
活用した仕組みの導入を検討する。

50 A

・　剰余金を活用するため、剰余金活用検討会を立ち上げ、
戦略的機器整備などを策定した。

　　（４） 資産の適切な管理運用

　　（５） 剰余金の適切な活用
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平成18年度～平成22年度　予算 平成18年度　予算 平成18年度　予算

平成18年度～平成22年度　収支計画 平成18年度　収支計画 平成18年度　収支計画

Ⅲ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

（単位：百万円）

費用の部 28,287

経常費用 28,287

業務費 20,570

試験研究経費 4,653

外部資金研究経費等 425

役職員人件費 15,492

一般管理費 6,632

減価償却費 1,085

収入の部 28,287

経常収益 28,287

運営費交付金収益 23,773

事業収益 1,688

外部資金研究費等収益 425

補助金等収益 197

その他収益 1,119

資産見返運営費交付金等戻入 671

資産見返物品受贈額戻入 383

資産見返補助金等戻入 31

金額区分

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

（単位：百万円）

収入

運営費交付金 25,116

施設整備費補助金 197

自己収入 3,294

事業収入 1,688

補助金収入 62

外部資金研究費等 425

その他収入 1,119

収入　計 28,607

支出

業務費 21,975

試験研究経費 6,058

外部資金研究経費等 425

役職員人件費 15,492

一般管理費 6,632

支出　計 28,607

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

区分 金額

（単位：百万円）

費用の部 5,706

経常費用 5,706

業務費 4,231

試験研究経費 940

外部資金研究経費等 70

役職員人件費 3,221

一般管理費 1,332

減価償却費 143

収入の部 5,706

経常収益 5,706

運営費交付金収益 4,897

事業収益 334

外部資金研究費等収益 70

補助金等収益 38

その他収益 224

資産見返運営費交付金等戻入 27

資産見返物品受贈額戻入 115

資産見返補助金等戻入 1

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

金額区分

（単位：百万円）

収入

運営費交付金 5,166

施設整備費補助金 38

自己収入 640

事業収入 334

補助金収入 12

外部資金研究費等 70

その他収入 224

収入　計 5,844

支出

業務費 4,512

試験研究経費 1,221

外部資金研究経費等 70

役職員人件費 3,221

一般管理費 1,332

支出　計 5,844

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

区分 金額

（単位：百万円）

差額

（決算－予算）

収入

運営費交付金 5,166 5,165 0

施設整備費補助金 38 24 △ 13

自己収入 640 680 40

事業収入 334 349 15

補助金収入 12 9 △ 2

外部資金研究費等 70 124 54

その他収入 224 196 △ 27

地域結集型研究開発プログラム － 80 80 （注）

収入　計 5,844 5,950 106

支出

業務費 4,512 3,982 △ 529

試験研究経費 1,221 1,311 90

外部資金研究経費等 70 124 54

役職員人件費 3,221 2,546 △ 674

一般管理費 1,332 1,126 △ 205

地域結集型研究開発プログラム － 80 80 （注）

支出　計 5,844 5,188 △ 655

収入　－　支出 － 761 761

（注）「地域結集型研究開発プログラム」は、総経費のうち独立行政法人科学技術振興機構からの業務委託費に係る経
費を記載しています。計上額には独立行政法人科学技術振興機構からの無償貸与分（３８百万円）を含んでいます。

区分 予算 決算 備考

（単位：百万円）

差額

（実績－計画）

費用の部 5,706 4,872 △ 833

経常費用 5,706 4,733 △ 972

業務費 4,231 2,979 △ 1,251

試験研究経費 940 386 △ 553

外部資金研究経費等 70 46 △ 23

役職員人件費 3,221 2,546 △ 674

一般管理費 1,332 1,019 △ 312

減価償却費 143 662 519

地域結集型研究開発プログラム － 42 42 （注）

財務費用 － 30 30

臨時損失 － 138 138

収入の部 5,706 5,271 △ 434

経常収益 5,706 5,132 △ 573

運営費交付金収益 4,897 3,812 △ 1,084

事業収益 334 349 15

外部資金研究費等収益 70 46 △ 23

補助金等収益 38 22 △ 15

その他収益 224 196 △ 27

地域結集型研究開発プログラム － 42 42 （注）

財務収益 － 0 0

資産見返運営費交付金等戻入 27 537 510

資産見返物品受贈額戻入 115 121 6

資産見返補助金等戻入 1 2 1

臨時利益 － 138 138

純利益 － 398 398

総利益 － 398 398

（注）「地域結集型研究開発プログラム」は、総経費のうち独立行政法人科学技術振興機構からの業務委託費に係る経費を
記載しています。

計画 実績 備考区分
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平成18年度～平成22年度　資金計画 平成18年度　資金計画 平成18年度　資金計画

　1．短期借入金の限度額

　15億円 　15億円 　なし

　２．想定される理由

　運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった不測の事態の
発生等により、緊急に支出をする必要が生じた際に借入することが想
定される。

　運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった不測の事態の
発生等により、緊急に支出をする必要が生じた際に借入することが想
定される。

　なし

　なし 　なし 　なし

　決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援及び研究開
発の質の向上と組織運営及び施設・設備の改善に充てる。

　決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援及び研究開
発の質の向上と組織運営及び施設・設備の改善に充てる。

　平成18年度の剰余金は約4億円を予定。

Ⅴ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画

Ⅵ　剰余金の使途

Ⅳ　短期借入金の限度額

（単位：百万円）

資金支出 28,607

業務活動による支出 27,202

投資活動による支出 1,405

次期中期目標期間への繰越金 0

資金収入 28,607

業務活動による収入 28,607

運営費交付金による収入 25,116

事業収入 1,688

外部資金研究費等による収入 425

補助金等による収入 259

その他の収入 1,119

前期中期目標期間よりの繰越金 0

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

区分 金額

（単位：百万円）

資金支出 5,844

業務活動による支出 5,563

投資活動による支出 281

次期中期目標期間への繰越金 0

資金収入 5,844

業務活動による収入 5,844

運営費交付金による収入 5,166

事業収入 334

外部資金研究費等による収入 70

補助金等による収入 50

その他の収入 224

前期中期目標期間よりの繰越金 0

※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

区分 金額

（単位：百万円）

差額

（決算－予算）

資金支出 5,844 5,906 62

業務活動による支出 5,563 3,711 △ 1,851 （注）

投資活動による支出 281 455 174

財務活動による支出 － 454 454

翌年度への繰越金 － 1,284 1,284

資金収入 5,844 5,906 62

業務活動による収入 5,844 5,906 62

運営費交付金による収入 5,166 5,165 0

事業収入 334 355 21

外部資金研究費等による収入 70 19 △ 50

補助金等による収入 50 46 △ 3

その他の収入 224 238 14

地域結集型研究開発プログラム － 80 80

前年度よりの繰越金 － － －

（注）「業務活動による支出」には、独立行政法人科学技術振興機構からの地域結集型研究開発プログラム業務委託費
に係る経費を含んでいます。

区分 予算 決算 備考

26



 
中期計画【項目別評価単位】 年度計画　【項目別評価単位】 年度計画に係る実績 特記事項自己評価

業務の確実な実施と機能向上のための施設・設備の整備を計画的
に実施する。実施に当たっては、東京都からの施設費補助金等の財
源を適切に確保し、先端技術への対応や老朽化対策を含めた総合
的・長期的観点に立った整備・更新を行うものとする。

今後の施設整備の計画を勘案し、先端技術への対応や老朽化対策
を含めた施設・設備の整備・更新を行うものとする。実施に当たって
は、東京都からの施設費補助金等の財源を適切に確保し、先端技
術への対応や老朽化対策を含めた総合的・長期的観点に立った整
備・更新を行うものとする。 51 A

・　都からの施設整備費補助金を確保し、電気設備の安全対
策や換気装置の設備など、老朽化対策等を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年報：P133)
・　新拠点整備に伴い、駒沢支所の放射線利用施設の廃止
計画を取りまとめ、法令に基づく作業手順の確認や、文部科
学省などの関連部署との調整を行った。

本中期目標期間中に東京都が着手する産技研施設の統合及び再
整備と多摩地域の支援施設整備に、積極的に協力し、整備事業を
効率的に推進していく。

東京都が着手する産技研施設の統合及び再整備と多摩地域の支援
施設整備に、積極的に協力し、整備事業を効率的に推進していく。

52 A

・　都の関係部局と情報交換を密にし、基本計画の策定など
区部及び多摩の支援施設整備事業に協力した。
・　産技研内に建替検討委員会、区部拠点部会及び多摩拠
点部会を設置し、建替に向けた検討を行い、基本設計への
反映を図った。
・　拠点整備のため、関連施設の調査等を実施した。

Ⅶ　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
　１．施設・設備の整備と活用
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職員が良好で快適な労働環境のもとで就労することができるように配
慮する。

職員が良好で快適な労働環境のもとで就労することができるように配
慮する。

① 産技研全体の安全衛生管理体制を整備し、職員に安全教育を
実施する。

① 産技研全体の安全衛生管理体制を整備し、職員へ安全教育を
実施する。

② 放射線等の安全管理のため、施設の点検等を徹底し、適切な維
持保全を行うとともに、毒劇物等の保管状況の点検などの取り組みを
適切に行う。

② 放射線等の安全管理のため、施設の点検等を徹底し、適切な維
持保全を行うとともに、毒劇物等の保管状況の点検などの取り組みを
適切に行う。

54 A

・　放射線障害防止関連法令の規定に基づき、管理や教育
及び夜間訓練等の放射線管理を適正に実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年報：P135)
・　文部科学省の放射線利用施設事業所における法定定期
点検（5年毎）及び法令改正に伴う定期確認（5年毎）を受検
した。
・　放射線利用施設では放射線利用施設連絡協議会を開催
し、地元住民との連絡を密に行い、施設の事業運営に対する
理解と協力を得られ、信頼関係を構築している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年報：P139)
・　危険物・毒劇物等について規程等を整備し、薬品管理シ
ステムにより厳格な管理を実施した。

・　検査結果は良好であり、定期検査合
格証及び定期確認証が交付された。

大規模災害に備え、産技研内部の危機管理体制を整備するととも
に、関連機関との連携体制を整備する。

大規模災害に備え、産技研内部の危機管理体制を整備する。

55 A

(1) 全事業所で危機管理体制を整備し、訓練等の各
種取組及び活動を実施
  1) 全事業所で消防訓練の実施
　    （西が丘本部では、全職員及び委託業者等の
　　    施設関与者も参加）
  2) 災害時緊急連絡網の整備
  3) 自動体外式除細動器（AED)の機器設置 （西が丘本部）
  4) AED救命講習会参加 （西が丘本部、墨田、城南支所）
  5) 地震震度レベル4以上が発生した場合の放射線管理
　    区域の施設点検体制を整備　（駒沢支所）

(2) 北朝鮮地下核実験実施を受け、特別観測体制に
より対応　(年報:P138)
  1) 東京都危機管理対策会議への出席
  2) 大気浮遊塵や空間線量率などの放射能レベルの測定
　   および報告

(3)　放射線物質等による災害時等対応に関する協定
を都と締結

(1) 顕著な活動実施
  1) 職員の自主的な活動により産技研
     向きの「安全手帳」を完成させた。
     朝礼読み合わせ等により、意識付
　　 けを徹底した。
  2) 現場のきめ細かな安全を達成する
　　ため、各支所・各部に安全衛生推進
　　部会を新たに設けた。月例で部会を
　　開催するとともに、巡視により災害
　　ポテンシャルの排除や安全意識の
　　高揚を図った。
  3) ヒヤリハット事例を報告し、全所で
　　共有することにより、気づかない災害
　　ポテンシャル排除に努めた。

53 S

(1)　体制の整備　(年報：P134)
  1) 「安全衛生管理規程」、「健康診断実施要綱」、「労働安
全衛生保護具措置要綱 」等の規程を整備した。
  2)　委員会・部会の設置
    a) 法人化を契機に、法令で設置が義務づけられている
　　　 西が丘本部のみならず、各支所も包含する委員会
　　　 として「安全衛生委員会」を設置した。
    b) 各部署に安全衛生推進部会を設置し、毎月の例会
　　　 や安全衛生手帳の読み合わせなどを通じ、現場
　　　 から安全意識を高揚させ、職場の安全管理を
　　　 徹底した。

(2)　活動内容
  1) 推進部会の主な活動内容
    a) 月１回以上の安全衛生推進部会の開催
    b) 各部会の活動報告
    c) 職場巡視による災害可能性の摘出と排除の実施
    d) 安全衛生朝礼の実施（安全手帳の活用）
    e) ヒヤリハット事例などの情報の共有化に努め、
       日頃の業務における安全意識の向上　など
  2) 安全衛生管理の主な取り組み
    a) 安全教育として産技研独自の「安全手帳」を
        作成し、全職員への配布
    b) 作業環境測定の実施
　　     化学物質年2回、事務室年6回実施
    c) 保護具の配布
    d) 健康診断の実施
　　     一般、喀痰、大腸ガン、婦人科、ＶＤＴなど
    e) 健康相談の実施

　２．安全管理

　　（２）　災害等に対する危機管理体制の整備

　　（１）安全衛生管理体制の整備
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業務の運営に際しては、環境に配慮した運営に努める。 業務の運営に際しては、環境へ配慮した運営に努める。
①機器や設備、物品の購入や更新に際しては、省エネルギーやリサ
イクルに配慮する。

①　機器や設備、物品の購入や更新に際しては、省エネやリサイク
ルに配慮する。

②廃棄物については、法令等に従い、適切に処理するとともに、減
量化に努める。

②　廃棄物については、法令等に従い、適切に処理するとともに、減
量化に努める。

57 A

・　廃棄物の分別収集や廃棄物の廃棄マニフェストを確認す
るなど、適正な処理を実施した。
・　薬品類や高圧ガスについて、各々管理部会を設置し、適
切な管理と処理を実施した。

職務執行に対する中立性と公平性を確立し、都民から疑念や不信を
招くことのないよう、規定を整備するとともに、職員に対する研修を実
施する。

職務執行に対する中立性と公平性を確立し、都民から疑念や不信を
招くことのないよう、規定を整備するとともに、職員に対する研修を実
施する。

58 A

(1) 体制の整備
  1) 適切な職務執行を行うため、職員就業規則や人事
      規程など、100を超える規程類を整備した。
  2) 利用者への個人情報保護や公益通報の処理に
      関する要綱等の規程を整備した。

(2) 取り組み内容
  1) 利用者が来所された際に、産技研からの個人情報の
      利用についての同意確認を「入館受付シート」で行い、
      適切に対処した。
  2) 情報セキュリティなどコンプライアンス研修を全職員
      対象に実施した。

　　（2）法人倫理

　　（１）環境への配慮

A

  以下の取り組みにより、環境へ配慮した運営を実施した。
  1) 機器整備の選定にあたり、環境規制対応機能や
      省エネ・リサイクル等環境へ配慮
  2) 水道及び空調用重油の流量調整や照明のこまめな
　　　調整などによる省エネルギーの推進
  3) 物品購入に際して、印刷用インクなどグリーン購入
      の取り組みやディーゼル車規制に適合する自動車
      による配送 等

56

　３． 社会的責任
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